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�

告

示

青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一
�

保
安
林
の
所
在
場
所

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
一
川
目
一
三
三

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

�

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

飛
砂
の
防
備

�

保
安
林
解
除
の
理
由

海
岸
保
全
施
設
用
地
と
す
る
た
め

二
�

保
安
林
の
所
在
場
所

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
一
川
目
一
三
三

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

�

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

�

保
安
林
解
除
の
理
由

海
岸
保
全
施
設
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
お
い
ら
せ
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
八
号

青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則

(

昭
和
四
十
三
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
一
号)

第
八
条
第
二
項

(

同
規
則
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
、
小
型
機
船

底
び
き
網
漁
業
に
つ
き
、
そ
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間
を
次
の
よ
う
に
定
め
た

の
で
、
同
規
則
第
八
条
第
三
項(

同
規
則
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

平
成
二
十
二
年
一
月
四
日
か
ら
同
月
十
五
日
ま
で

備
考一

漁
業
種
類

手
繰
第
二
種
漁
業
の
う
ち
、
う
に
び
き
網
漁
業

二

操
業
区
域

東
共
第
二
十
五
号
、
東
共
第
二
十
七
号
、
東
共
第
二
十
九
号
及
び
東
共
第
三
十

一
号
の
各
漁
業
権
漁
場
の
区
域

三

操
業
期
間

平
成
二
十
二
年
二
月
一
日
か
ら
同
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
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四

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る
船
舶
の
隻
数
の
最
高
限
度

一
四
一
隻

青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
九
号

行
政
手
続
法

(

平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号)

第
十
三
条
第
一
項
及
び
宅
地
建
物
取
引
業
法

(

昭

和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号)

第
六
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十

五
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
開
に
よ
る
聴
聞
を
行
う
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号

(

青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
一
号
の
表
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、

｣

｢

を
削
り
、

｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
改
め
、

｣

｢

を
削
る
。

｣

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
月
十
六
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
バ
イ
オ
マ
ス
・
水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

青 森 県 報平成21年11月18日 水曜日 第3163号 2

処
分
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

聴

聞

期

日

聴

聞

場

所

青
森
市
中
央
四
丁
目
九
の
一
七

有
限
会
社
瑞
翁
通
産
業

平
成
二
十
一
年
十
二
月
八

日午
前
十
時

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
西
棟
七
階
Ｃ
会
議

室

本

店

青
森
市
橋
本
一
丁
目

本

店

本
店
営
業
部
浅
虫

出
張
所

青
森
市
橋
本
一
丁
目

青
森
市
大
字
浅
虫

浅

虫

支

店

青
森
市
大
字
浅
虫

造

道

支

店

青
森
市
岡
造
道
二
丁
目

造

道

支

店

青
森
市
浪
打
一
丁
目

八
戸
支
店
南
郷
出

張
所

八
戸
市
南
郷
区
大
字
市
野
沢

八
戸
支
店
南
郷
出

張
所

八
戸
支
店
是
川
出

張
所

八
戸
市
南
郷
区
大
字
市
野
沢

八
戸
市
是
川
三
丁
目

是

川

支

店

八
戸
市
是
川
三
丁
目



( )

三

代
表
者
の
氏
名

金
谷

年
展

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
長
島
二
丁
目
一
の
五

み
ど
り
や
ビ
ル
九
Ｆ

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
環
境
保
全
と
循
環
型
社
会
の
構
築
、
お
よ
び
地
域
経
済
の
活
性
化
を
目
指
し
て
、

市
民
や
地
域
が
主
体
と
な
っ
た
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
活
動
を
推
進
す
る
こ
と
と
、

｢

バ
イ
オ
マ
ス
を
中

心
と
し
た
再
生
可
能
な
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
及
び
水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー｣

(

以
下
、

｢

ク
リ
ー
ン
エ

ネ
ル
ギ
ー｣

と
い
う)

の
普
及
、
促
進
、
及
び
そ
の
た
め
に
必
要
な
社
会
的
制
度
、
政
策
の
提
言

と
実
現
を
は
か
る
こ
と
を
も
っ
て
、
地
球
環
境
の
保
全
、
お
よ
び
、
社
会
全
体
の
利
益
の
増
進
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

歯
科
技
工
士
国
家
試
験
の
施
行

平
成
二
十
二
年
歯
科
技
工
士
国
家
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
歯
科
技
工
士
法
施
行
規

則

(

昭
和
三
十
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号)

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

試
験
の
期
日
及
び
場
所

１

期
日

学
説
試
験

平
成
二
十
二
年
二
月
十
七
日

(

水)

実
地
試
験

平
成
二
十
二
年
二
月
十
八
日

(

木)

２

場
所

青
森
市
大
字
三
内
字
稲
元
一
二
二
の
二

青
森
歯
科
技
工
士
専
門
学
校

二

受
験
願
書
受
付
期
間

平
成
二
十
二
年
一
月
四
日

(

月)

か
ら
同
月
八
日

(

金)

ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合

は
同
月
八
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
有
効
と
す
る
。

三

受
験
願
書
提
出
先

〒
〇
三
〇
―
八
五
七
〇

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課
医
務
指
導
グ
ル
ー
プ

四

そ
の
他

受
験
願
書
用
紙
は
、
青
森
県
健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課
医
務
指
導
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
交
付
す

る
。試

験
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
青
森
県
健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課
医
務
指
導
グ
ル
ー
プ

(

電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
二
九
一)

に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町

村
か
ら
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

弘
前
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

弘
前
市
大
字
扇
町
三
丁
目
一
の
一
、
一
の
二

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

ダ
イ
ワ
ロ
イ
ヤ
ル
株
式
会
社

東
京
都
台
東
区
上
野
七
丁
目
一
四
の
四

代
表
取
締
役

越
智
壯

三

弘
前
市
の
意
見
の
概
要

１

駐
車
場
の
移
設
後
も

｢

騒
音
に
係
る
環
境
基
準｣

を
満
た
す
よ
う
努
力
す
る
こ
と
。

２

高
齢
者
及
び
障
害
者
等
が
不
便
な
く
利
用
で
き
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

四

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
の
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

五

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

青 森 県 報平成21年11月18日 水曜日 第3163号3



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
八
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

杭
止
堰
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

た
め
池
等
整
備
事
業

(

用
排
水
施
設
整
備))

計
画
を
変
更

し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、

次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

弘
前
市
役
所
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